
「学校法人ものつくり大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程」に基づく、

研究不正告発事案について 

 

学校法人ものつくり大学 

理事・学長 國分 泰雄 

 

 

1. 対象事案の概要 

2021 年度の本学技能工芸学部建設学科の「卒業研究および制作」における設計において、

他者の設計作品におけるタイトルの一部（10 文字）及び作品コンセプトの文章の一部（39

文字）の剽窃行為があった。 

2024 年 2 月 19 日に、告発者からの指摘があり、学内で調査を行った結果、この剽窃の

事実を研究不正行為として認め、関係者の処分等を行うこととした。 

 

2. 処分内容 

2021 年度卒業生：大学呼び出し・学長より厳重注意（口頭） 

 担当指導教員：学長より厳重注意（指導教員としての責任）（口頭） 

 建設学科長：学長より厳重注意（学科運営の責任）（口頭） 

 

3. 再発防止策 

教職員に向けて： 

2024 年度の教員を対象とした FD 研修会において、本事案を取り上げ情報共有する

とともに、剽窃防止と、研究の適正なる執行を一層推進する。 

 

学生に向けて： 

不正防止の研修会とともに、各研究室の指導においても、本事案を取り上げ情報共

有し、剽窃防止と、研究の適正なる執行について意識向上を図る。 

以上 

 


